
一
口
尽
意
・
一
一
一
一
口
不
尽
意
論
考

序

一
一
一
一
口
認
は
在
来
、
哲
学
史
に
お
け
る
、
主
要
な
問
題
閣
で
あ
り
続
け
た
。

そ
こ
で
は
一
一
一
一
凶
器
が
我
々
の
認
識
に
い
か
な
る
寄
与
が
可
能
で
あ
る
か

が
検
討
さ
れ
て
き
た
。
貌
以
問
玄
学
に
お
け
る
一
一
一
一
口
尽
意
・
一
一
一
一
口
不
尽
意
向

(

1

}

(

2

)

 

題
は
、
こ
う
し
た
問
題
系
に
連
な
る
哲
学
的
主
題
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
言
語
、
が

J

5

と
一
致
す
る
(
一
一
一
一
間
尽
意
)
、
一
言
語
は

J
去

を

十

全
に
表
出
し
な
い
(
一
一
一
一
回
不
尽
意
)
と
い
う
二
つ
の
立
場
が
あ
っ
た
。

従
来
の
研
究
で
は
「
一
一
一
一
口
尽
意
」
に
欽
陽
建
を
、
「
一
一
一
一
間
不
尽
意
」
に
萄

紫
や
一
土
問
を
佼
霞
づ
け
て
き
た
。
そ
の
背
後
に
は
漢
代
儒
教
の
衰
退

と
三
玄
の
形
部
上
学
と
が
「
一
一
一
一
間
不
尽
意
」
を
も
た
ら
し
、
「
一
一
一
一
間
尽
意
」

は
こ
う
し
た
風
潮
へ
の
反
駁
で
あ
る
と
い
う
思
想
史
的
見
通
し
が
あ

(
3
)
 

っ
た
。
ま
た
、
と
り
わ
け
支
部
『
周
易
略
例
』
の
「
忘
一
一
一
一
口
」
を
め
ぐ

(4) 

つ
て
は
、
蜂
麗
邦
夫
が
「
ニ
一
一
口
尽
意
と
一
一
一
一
口
一
小
尽
意
を
室
岡
崎
的
に
含
ん
だ

と
留
保
を
伴
い
つ
つ
も
「
結
局
は
意
に
対
す
る
一
一
一
一
同
の
否
J

定
的

議
論
」

手口

久

希

作
用
を
述
べ
、
ニ
一
一
口
を
志
れ
る
と
い
う
形
で
事
実
上
一
一
言
不
尽
意
を
立
論

(5) 

し
て
い
る
」
と
し
、
堀
池
信
夫
は
一
土
弼
に
「
ニ
一
一
口
表
を
超
え
る
真
理
の

確
信
」
を
認
め
、
「
一
応
論
理
的
思
堆
を
究
極
し
た
う
え
で
」
、
「
直

観
的
に
「
意
」
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
。

(6) 

一
方
で
中
島
隆
博
は
王
弼
の
行
論
を
「
「
尽
意
」
の
た
め
に
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
条
件
が
言
語
に
必
要
な
の
か
」
と
問
う
も
の
で
あ
る

と
し
、
そ
れ
を
「
別
の
意
を
表
現
し
て
し
ま
う
一
一
一
一
口
誌
の
他
性
を
あ
ら

か
じ
め
忘
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
の
恒
常
性
・
真
理
性
・
根
源

性
を
純
粋
に
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
言
語
」
で
あ
る
「
〈
忘
却
さ

れ
た
一
一
言
語
〉
」
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に

J
2一
一
日
に
つ
い
て

は
二
つ
の
対
立
す
る
解
釈
が
あ
る
。

こ
れ
ら
先
行
研
究
を
踏
ま
え
本
穏
で
は
、
ま
ず
貌
晋
玄
学
の
一
一
一
一
口
語

思
想
の
前
提
の
一
つ
に
後
漢
の
辞
書
的
定
義
の
差
異
を
位
寵
づ
け
、

そ
の
上
で
何
回
安
・
欧
州
階
建
と
玉
弼
の
一
一
言
語
思
想
を
対
比
的
に
論
ず
る
。

(28) 



辞
書
的
定
義

(7) 

貌
習
玄
学
成
立
の
脊
景
と
し
て
、
加
賀
栄
治
は
経
諮
問
の
規
制
力
が

弛
緩
し
た
こ
と
に
よ
る
論
理
性
・
合
出
性
へ
の
志
向
を
挙
げ
、
ま
た

「
人
物
評
」
や
「
才
性
名
理
の
論
」
の
前
景
化
を
指
摘
す
る
。
堀
池

(
日
)

信
夫
は
さ
ら
に
、
漢
代
に
お
け
る
経
典
解
釈
一
一
一
一
口
語
の
増
大
に
対
す
る

反
省
と
、
経
一
一
戦
自
体
へ
の
批
判
を
指
摘
す
る
。
税
晋
玄
学
に
お
け
る

一
一
言
語
を
め
ぐ
る
思
索
は
こ
の
よ
う
な
思
想
史
的
状
況
の
中
に
出
来
し

た
。
こ
れ
以
外
に
も
「
一
一
諮
問
」
と
「
意
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
後
漢
の
辞

書
的
定
義
の
中
に
解
釈
の
差
異
が
見
え
て
い
る
。
ま
ず
、
許
一
慎
『
説

文
解
字
』
は
「
一
一
一
一
閃
」
と
「
訪
問
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

渡
一
一
一
一
口
す
る
を
一
一
一
一
口
と
日
ひ
、
論
難
す
る
を
一
語
と
臼
ふ
。
口
に
以

け
ん

ふ
、
ム
干
の
盤
。
凡
そ
一
一
一
一
閃
の
麗
は
皆
一
一
一
一
向
に
以
ふ
。
(
直
言
日
一
一
一
一
口
、

~
リ
)

論
難
問
語
。

υ
川
口
、
山
i
留
。
凡
ニ
一
一
口
之
属
皆
川
以
一
一
一
一
問
。
)

円
説
文
解
字
』
は
ま
た
、
「
組
問
」
を
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

(ω) 

論
な
り
。
一
一
一
一
間
に
以
ふ
、
広
口
の
撃
。
(
論
也

Q

日爪ニ一一口、一号撃。)

「
一
一
一
一
日
と
は
発
話
、
発
せ
ら
れ
た
言
葉
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
「
諾
」

は
議
論
で
あ
り
、
ま
た
意
毘
の
論
述
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら

に
は
蓄
諮
問
機
能
に
お
い
て
棺
違
が
あ
る
。
段
玉
裁
に
よ
れ
ば
、

(
れ
}

し
た
解
釈
は
注
文
学
に
由
来
す
る
と
い
う
。

方
、
明
説
文
解
学
』
に
お
け
る
よ
思
」

の
定
義
は
次
の
通
り
で

こ、つ

}

}

。

中筑

7
-

志
な
り

3

心
・
に
け
肌
ふ
。
一
一
一
一
口
を
察
し
て
意
を
知
る
な
り
。

(ロ)

(
志
也
。
ハ
川
心
音
。
察
一
一
一
一
山
高
知
意
也
。
)

許
僚
は
「
一
一
一
一
日
と
「
意
」
と
の
関
に
対
応
関
係
が
あ
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
。
こ
れ
は
「
一
一
一
一
♂
が
「
意
」
を
適
切
に
表
出
す
る
と
い
ラ

信
頼
の
表
明
で
あ
る
。
一
言
語
に
よ
っ
て
は
理
解
さ
れ
る
の
で

中めず
Q

。
こ
れ
に
対
し
て
劉
照
明
-
釈
名
』
は

よ
う
に
規
定
す
る
。

一
一
一
一
口
は
、
富
一
な
り
。
彼
此
の
意
を
官
一
ぶ
る
な
り
。

(日〉

富
一
彼
此
之
意
也
。
)

語
は
、
叙
な
り
。
己
の
説
か
ん
と
欲
す
る
所
を
叙
ぶ
る
な
り
。

(M) 

(
語
、
叙
也
。
叙
己
所
欲
説
也
。
)

(
日
)

「
一
一
一
一
日
は
彼
此
の
一
区
別
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
話
回

は
語
ろ
う
と
望
む
も
の
を
版
序
立
て
て
語
る
行
為
で
あ
る
。
こ
こ
に

も
『
説
文
解
字
』
問
問
様
に
「
一
一
一
一
口
」
と
「
諮
問
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る

(ω} 
、
が
、
さ
ら
に
「
一
一
と
尋
問
」
に
対
し
て
「
意
」
が
先
立
つ
と
す
る
。

劉
熊
は
さ
ら
に
、
と
「
意
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

尋
問
」
に
つ
い
て
次
の

宣
也
。

(29) 

瑳
は
、
佐
な
り
。
ニ
一
一
回
の
以
て
意
を
尽
く
す
に
足
ら
ざ
る
が
故

に
、
此
の
声
を
発
し
て
以
て
自
ら
佐
く
る
な
り
。
(
嵯
、
佐
也
。



(
門
川
)

一
一
一
一
口
之
不
足
以
尽
意
、
故
発
此
声
以
自
佐
也
。
)

劉
照
は
嘆
息
の
発
一
語
で
あ
る
「
嵯
」
を
「
補
佐
」
と
解
し
て
い
る
。

そ
し
て
「
一
一
一
一
口
」
の
み
で
は
「
意
」
の
表
出
に
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、

嘆
患
・
感
嘆
の
声
と
い
う
言
語
以
外
の

J
ど
を
措
定
し
、
そ
れ
を

一
言
語
の
意
味
を
補
う
も
の
と
み
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、

劉
照
が
一
言
語
に
は
表
出
の
眼
界
が
あ
る
と
み
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。明

説
文
解
字
』
と
『
釈
名
』
と
は
、
ニ
一
一
口
話
問
機
能
を
分
析
的
に
豆
別

し
て
捉
え
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
た
。
し
か
し
、
許
壊
は

「
意
」
を
一
一
言
語
に
よ
っ
て
躍
解
さ
れ
る
と
し
、
例
制
照
は
言
語
が
「
意
」

に
は
及
び
得
な
い
と
い
う
点
で
理
解
を
異
に
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
一
一
一
回
尽
意
・
一
一
一
一
間
不
尽
意
問
題
の
萌
芽
が
後
漢
の
辞
書
的
定
義
の
中
に

表
部
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
一
一
日
未
だ
必
ず
し
も
尽
く
さ
ず
i
i
s何
嬰

何
嬰
の
思
想
的
立
場
は
「
道
」
を
後
点
と
す
る
儒
道
の
統
合
に
あ

(
陥
)

っ
た
0
3
w詩
集
解
』
に
お
い
て
何
委
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
経
〕
子
日
く
、
道
に
志
し
、
徳
に
拠
り
、
仁
に
依
り
、
芸

に
遊
ぶ
。
(
子
問
、
志
於
道
、
拠
於
徳
、
依
於
仁
、
遊
於
芸
。
)

〔
注
〕
志
は
慕
な
り
。
道
は
体
す
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
之
を

志
ふ
の
み
。
:
:
:
(
志
、
慕
也
。
道
不
可
体
、
故
志
之
市
己
。

(

山

山

)

何
回
安
は
、
人
は
「
徳
」
「
仁
」
「
世
話
」
に
対
し
て
は
各
々
拠
り
、
依

(
幼
)

り
、
遊
ぶ
と
い
う
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
道
」
は
体
得

で
き
な
い
か
ら
慕
う
ば
か
り
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
「
道
」

に
つ
い
て
、
何
回
安
は
ま
た
次
の
よ
う
に
詳
述
す
る
。

夫
れ
道
と
は
、
堆
れ
有
と
す
る
所
無
き
者
な
り
。
天
地
よ
り

己
来
は
皆
有
と
す
る
所
有
る
な
り
。
然
れ
ど
も
楢
ほ
之
を
道
と

謂
ふ
は
、
其
の
能
く
復
た
有
と
す
る
所
無
き
を
用
ふ
る
を
以
て

な
り
。
放
に
有
名
の
域
に
処
る
と
雌
も
、
市
れ
ど
も
其
の
無
名

の
象
に
没
す
。
(
夫
道
者
、
惟
無
所
有
者
也
。
自
天
地
己
来
皆

有
所
有
実
。
然
議
謂
之
道
者
、
以
其
能
復
用
無
所
有
由
。
故
錐

処
有
名
之
域
、
部
川
喜
一
(
無
名
之
都
)

「
道
」
と
天
地
以
下
の
存
在
者
と
は
、
認
識
の
可
不
可
に
お
い
て

峻
別
さ
れ
る
。
天
地
以
下
は
「
有
」
と
し
て
感
性
的
認
識
が
可
能
で

あ
る
。
一
方
、
「
道
」
は
経
験
的
認
識
を
拒
絶
す
る
。
だ
が
、
「
道
」

は
そ
の
経
験
的
認
識
を
超
え
る
「
有
と
す
る
所
無
き
」
こ
と
に
お
い

て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
「
道
」
自
体
は
「
無
」
と
し
て
、

一
一
言
語
的
に
記
述
で
き
な
い
状
態
i
i
「
無
名
」
に
埋
没
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
道
」
は
感
性
的
認
識
で
は
な
く
直
線
の
対
象
と
し
て
、

「
無
名
」
な
る
も
の
と
し
て
の
み
把
捉
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る

の
で
あ
る
。
何
回
安
の
明
道
論
』
に
は
、
ま
た
以
下
の
一
一
一
一
問
、
が
見
え
る
。

(30) 



夫
れ
之
を
道
へ
ど
も
詑
無
く
、
之
に
名
づ
け
ど
も
名
無
く
、

之
を
視
れ
ど
も
形
無
く
、
之
を
聴
け
ど
も
声
無
け
れ
ば
、
別
ち

道
之
れ
全
し
。
(
夫
道
之
市
無
一
語
、
名
之
市
無
名
、
視
之
市
無

(
山
口
…
}

形
、
聴
之
市
無
声
、
財
道
之
全
駕
。
)

こ
こ
に
も
「
道
」
が
一
一
一
一
口
語
・
概
念
・
感
性
を
超
越
す
る
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
る
。
「
道
」
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
ま
ず
は
道
家

的
形
而
上
学
の
伝
統
に
依
拠
す
る
も
の
と
い
え
る
が
、
何
畏
は
こ
こ

に
儒
教
的
聖
人
を
位
置
づ
け
る
。

民
の
誉
む
る
所
と
為
れ
ば
、
別
ち
名
有
る
者
な
り
。
誉
む
ら

る
る
こ
と
無
き
は
、
名
無
き
者
な
り
。
夫
の
聖
人
の
若
き
は
、

無
名
を
名
と
し
、
無
誉
を
巻
市
と
す
。
無
名
を
誤
ひ
て
道
と
為
し
、

無
誉
を
大
と
為
せ
ば
、
別
ち
夫
の
名
無
き
者
は
、
以
て
名
有
り

と
一
一
一
一
口
ふ
べ
し
。
挙
一
回
む
ら
る
る
こ
と
無
き
者
は
、
以
て
誉
有
り
と

一
一
一
一
口
ふ
べ
し
。
然
れ
ど
も
夫
の
誉
む
べ
く
名
づ
く
べ
き
者
と
、
山
一
旦

に
潟
、
を
向
じ
く
せ
ん
や
。
此
れ
有
と
す
る
所
無
き
に
比
べ
ら
る

る
が
故
に
、
皆
有
と
す
る
所
有
る
な
り
。
市
れ
ど
も
有
と
す
る

所
有
る
の
中
に
於
い
て
、
当
に
有
と
す
る
一
昨
無
き
と
棺
従
ふ
べ

き
に
し
て
、
夫
の
有
と
す
る
所
有
る
者
と
向
じ
く
せ
ず
。
(
為

民
所
単
一
一
潟
、
則
有
名
者
也
。
無
挙
一
局
、
無
名
者
也
。
若
夫
翠
人
、
名

無
名
、
誉
無
誉
。
謂
無
名
為
道
、
無
挙
一
員
為
大
、
則
夫
無
名
者
、

可
以
ニ
一
一
口
有
名
実
。
無
単
一
一
話
者
、
可
以
一
一
一
一
口
有
誕
百
突
。
然
与
夫
可
挙
一
回
可

名
者
、
畳
間
用
裁
。
此
比
於
無
所
有
、
故
皆
有
所
有
失
。
市
於

有
所
有
之
中
、
当
与
無
所
有
相
従
、
部
与
夫
有
所
有
者
不

問
。
)

良
の
賞
賛
を
基
準
と
し
た
「
有
名
」
と
「
無
名
」
に
対
し
、
何
委

は
翠
人
を
第
三
の
立
場
に
据
え
る
。
そ
の
第
三
の
立
場
と
は
コ
無

名
日
道
」
を
名
と
す
る
眼
り
の
有
名
」
で
あ
る
。
民
に
賞
賛
さ
れ
る

「
有
名
」
と
翠
人
の
「
有
名
」
と
は
、
い
ず
れ
も
「
有
」
で
あ
る
。

し
か
し
聖
人
の
「
有
名
」
は
「
無
名
」
を
そ
の
内
に
包
摂
し
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
第
一
の
「
有
名
」
と
異
な
る
。
こ

れ
は
道
家
的
「
道
」
に
聖
人
を
重
ね
合
わ
せ
る
論
理
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
「
道
」
が
言
表
を
超
え
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
連
な

る
聖
人
も
言
語
的
に
記
述
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
何
嬰
は
「
ニ
一
一
口
不
尽
意
」
の
立
場
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

[
経
]
子
日
く
、
吾
知
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
知
る
こ
と
無
き

な
り
。
(
子
日
、
吾
有
知
子
哉
。
無
知
也
。
)

〔
注
〕
知
と
は
、
意
を
知
る
の
知
な
り
。
知
と
は
、
ニ
一
一
口
未
だ

必
ず
し
も
尽
く
さ
ず
。
(
知
者
、
知
意
之
知
也
。
知
者
、
ニ
一
一
口
未

(
お
)

必
尽
。
)

す
な
わ
ち
何
回
安
は
聖
人
の
「
意
」
を
知
る
「
知
」
に
つ
い
て
、
聖

人
は
、
一
言
語
的
に
は
一
記
述
で
き
な
い
「
道
」
に
連
な
る
が
た
め
に
、
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よ
っ
て
は
必
ず
し
も
笠
り
得
な
い
と
す
る
。

ら
ば
、
そ
こ
に
は
「
一
一
一
一
日
以
外
の
も
の
、
す
な
わ
ち
言
語
を
超
越
す

る
知
が
要
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
言
語
を
超
越
す
る
知
と
は
何
か
。

『
無
名
仏
国
に
連
続
す
る
文
範
ピ
そ
れ
が
言
及
さ
れ
る
。

夫
れ
唯
だ
無
名
な
り
。
故
に
遍
く
天
下
の
名
を
以
て
之
に
名

づ
く
る
を
得
べ
し
。
然
れ
ど
も
山
一
足
に
其
れ
名
な
ら
ん
や
。
惟
だ

此
れ
鳴
ふ
る
に
足
れ
ど
も
、
終
に
悟
る
こ
と
莫
し
。
是
れ
泰
山

の
崇
織
を
観
て
、
元
気
の
活
苦
な
ら
ず
と
謂
ふ
者
な
り
。
(
夫

唯
無
名
。
故
可
得
一
遍
以
天
下
之
名
名
之
。
然
山
一
旦
英
名
也
哉
。
惟

此
足
織
、
前
終
莫
揺
。
是
観
泰
山
之
崇
縮
、
市
謂
元
気
不
治
詰

(
お
)

者
世
。
)

「
鉱
山
名
」
と
は
名
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
名
称
に
よ
る
限
界
を

超
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
概
念
的
把
援
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
ο

し
か
し
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
逆
に
い
か
な
る
概
念
に
よ
る
命
名
を
も

可
能
と
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
一
一
一
一
口
諮
問
的
把
捉
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ

れ
は
臨
え
て
一
一
一
回
表
す
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
鳴
る
こ
と
i
i
i真
の
意

味
で
知
る
こ
と
l

i一
一
一
回
誌
を
超
越
す
る
知
に
は
到
達
し
得
な
い
。
泰

山
の
比
織
は
、
一
一
一
一
口
語
・
概
念
・
感
性
に
も
た
ら
さ
れ
る
知
の
さ
ら
な

る
背
後
に
あ
る
根
源
的
知
は
、
た
だ
一
一
一
一
口
語
を
介
さ
ず
に
悟
る
し
か
な

い
、
そ
う
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

川
門
委
に
よ
る
儒
道
綜
合
の
論
却
一
一
は
、
一
一
一
一
口
諮
問
的
に
記
述
で
き
な
い

そ
う
で
あ
る
な

「
道
」
に
盟
十
一
人
を
結
び
つ
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
聖
人
の
「
意
」
に
関

し
て
何
回
安
は
「
ニ
一
一
口
不
尽
意
」
の
立
場
に
あ
っ
た
。
だ
が
何
曇
に
お
い

て
尽
く
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
聖
人
の
「
意
」
と
は
、
本
当
に
言
諮
問
的

に
記
述
で
き
な
い
も
の
な
の
か
。
王
弼
・
欧
揚
建
は
い
ず
れ
も
そ
の

「
意
」
を
い
か
に
し
て
一
一
言
語
に
も
た
ら
す
か
を
問
題
と
し
た
が
、
荷

者
の
方
向
は
異
な
っ
て
い
た
。

四

一
回
尽
意
論

i
i欧
陽
建

(
幻
)

欧
陽
建
は
当
時
の
「
ニ
一
一
口
不
尽
意
」
論
の
隆
盛
に
対
し
、
改
め
て
一
一
一
一
口

語
の
錨
舘
と
は
知
の
共
有
に
お
け
る
媒
材
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。

誠
に
理
を
以
て
心
に
得
ら
る
る
も
、
一
一
一
一
口
に
非
ざ
れ
ば
楊
べ
ら

れ
ず
ο

物
、
彼
に
定
ま
る
も
、
ニ
一
一
口
に
非
ざ
れ
ば
弁
ぜ
ら
れ
ず
。

一
一
一
一
口
の
志
を
暢
べ
ざ
れ
ば
、
別
ち
以
て
相
接
す
る
無
し
。
名
の
物

を
弁
、
ぜ
ざ
れ
ぼ
、
期
ち
鑑
識
顕
ら
か
な
ら
ず
。
鑑
識
顕
ら
か
に

し
て
名
品
殊
な
り
、
一
一
一
一
口
称
接
し
て
情
志
暢
べ
ら
る
。
其
の
所
以

た

づ

由

主

ん

を
原
ね
、
其
の
所
自
に
本
づ
け
ば
、
物
に
自
然
の
名
有
り
て
、

理
に
必
定
の
称
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
実
を
弁
ぜ
ん
と
欲

す
れ
ば
財
ち
其
の
名
を
殊
に
す
。
・
其
の
志
を
宣
べ
ん
と
欲
す
れ

ば
則
ち
其
の
称
を
立
つ
。
(
誠
以
理
得
於
心
、
非
一
一
一
口
不
暢
。
物

定
於
彼
、
非
一
一
一
一
口
不
弁

Q

一
一
一
一
向
不
暢
志
、
州
知
熱
以
相
接
。
名
不
弁
物
、

例
制
鑑
識
不
顕

9

鑑
識
顕
市
名
品
殊
、
一
一
一
一
口
称
接
市
清
志
暢
。
原
茸
ハ
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所
以
、
本
其
所
由
、
非
物
有
自
然
之
名
、
躍
有
必
定
之
称
也
。

(
叫

ων

欲
弁
其
案
、
財
殊
其
名
、
欲
省
一
其
志
、
則
立
政
ハ
称
。
)

欧
州
問
建
の
認
識
論
は
二
段
踊
を
経
る
。
第
ザ
は
、
認
識
の
対
象
が

一
一
一
一
口
組
問
を
八
パ
さ
ず
に
心
に
商
接
与
え
ら
れ
る
段
階
で
あ
る
。
第
二
に
は
、

言
語
を
方
法
と
し
て
、
所
与
と
し
て
直
接
把
捉
さ
れ
た
対
象
を
後
次

的
に
弁
別
す
る
段
階
で
あ
る
。
欧
楊
建
に
お
け
る
一
一
一
一
口
語
と
は
、
所
与

と
し
て
未
だ
一
世
田
諮
問
的
に
記
述
で
き
な
い
「
盟
」
や
「
物
」
を
分
節
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
者
と
の
交
擦
や
判
断
の
不
可
欠
の
手
段

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
言
語
と
対
象
と
は
一
対
一
の
対
応
関
係
を
結

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が

名
は
物
に
逐
ひ
て
選
り
、
一
一
一
一
口
は
理
に
悶
り
て
変
ず
。
此
れ
猶

ほ
声
発
し
て
響
の
応
じ
、
形
存
り
て
影
の
附
す
る
が
ご
と
く
、

梱
与
に
ニ
た
る
を
得
ず
。
苛
し
く
も
其
れ
ニ
な
ら
ざ
れ
ば
、
別

ち
尽
く
さ
ざ
る
無
し
。
吾
、
故
に
以
て
尽
く
す
と
為
す
。
(
名

逐
物
市
選
、
一
一
一
一
間
関
忠
商
変
。
此
猶
声
発
饗
応
、
形
存
影
附
、
不

(
初
)

得
相
与
為
二
。
荷
其
不
二
、
則
無
不
尽
。
者
故
以
為
尽
突
一
。
)

一
言
語
は
対
象
の
変
化
や
差
異
に
伴
っ
て
変
還
し
、
付
随
的
に
一
対

一
の
対
応
関
係
を
維
持
す
る
。
心
に
直
損
得
ら
れ
た
認
識
の
後
に
は
、

ひ
と
り
で
に
言
語
、
が
追
い
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
音
簡
i

反
響
、

形

l
影
の
ア
ナ
ロ
ジ

i
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
対
象
と
一
一
言
語

と

の

間

に

は

、

主

従

関

係

、

が

成

立

す

る

。

し

て

の

認

識

に
従
い
、
対
象
に
過
多
も
過
少
も
な
く
重
な
る
。
一
言
語
と
対
象
と
は

~
致
す
る
の
で
あ
る
。
欧
間
建
は
一
一
言
語
を
こ
の
よ
う
に
一
見
て
コ
一
言
尽

意
」
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

五

缶
詰
?
象
徴
・
意
味
世
界
1
1
1
王
弼

主
粥
は
そ
の
形
市
上
学
に
お
い
て
「
無
」
や
「
道
」
と
い
う
形
市

上
者
を
措
定
す
る
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
言
語
的
に
記
述
す
る
こ
と

を
拒
ん
で
い
た
。

道
ふ
べ
き
の
道
、
名
と
す
べ
き
の
名
は
、
事
を
指
し
形
に
造

れ
ば
、
虻
(
の
常
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
道
ふ
べ
か
ら
ず
、
名
と

す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
(
可
道
之
道
、
可
名
之
名
、
指
事
造
形
、

(

引

出

}

非
其
常
也
。
故
不
可
道
、
不
可
名
也
。
)

之
を
一
一
一
一
間
ふ
者
は
其
の
常
を
失
ひ
、
之
に
名
ゃ
つ
く
る
者
は
其
の

真
を
離
る
。
:
:
:
是
を
以
て
聖
人
は
一
一
一
一
口
を
以
て
、
王
と
為
さ
ざ
れ

ば
則
ち
其
の
常
に
違
は
ず
、
名
を
以
て
常
と
為
さ
ざ
れ
ば
則
ち

其
の
真
を
離
れ
ず
。
(
一
一
一
一
向
之
者
失
其
常
、
名
之
者
離
茸
ハ
真
。

:
是
以
翠
人
不
以
一
一
一
一
口
為
、
玉
、
則
不
逮
其
常
、
不
以
名
為
常
別

(
M
M
}
 

不
離
其
真
。
)

王
弼
は
何
回
安
同
機
、
袈
人
を
一
一
一
一
塁
間
・
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
き
れ
な

い
も
の
と
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
王
弼
は
命
名
や
呼
称
と
い

一
諸
行
為
を
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
と
見
な
し
て
い
た
。
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つ

之
を
名
づ
く
る
も
当
た
る
能
は
ず
、
之
を
称
す
る
も
既
く
す

能
は
ず
。
名
は
必
ず
分
か
る
る
所
有
り
、
称
は
必
ず
由
る
所
有

り
。
分
か
る
る
有
れ
ば
別
ち
兼
ね
ざ
る
脊
り
、
由
る
有
れ
ば
財

ち
尽
く
さ
ざ
る
有
り
。
兼
ね
ざ
れ
ば
別
ち
大
い
に
其
の
真
を
殊

に
し
、
尽
く
さ
ざ
れ
ば
刻
ち
以
て
名
づ
く
べ
か
ら
ず
。
(
名
之

不
能
当
、
称
之
不
能
既
。
名
必
有
所
分
、
称
必
有
所
由
。
有
分

則
有
不
兼
、
有
由
則
有
不
尽
。
不
兼
財
大
殊
其
真
、
不
尽
財
不

(
お
)

可
以
名
。
)

こ
う
し
た
言
語
へ
の
消
極
的
位
置
づ
け
は
、
一
見
す
る
と
王
弼
が

「
一
一
一
一
口
不
尽
意
」
論
を
主
張
し
て
い
る
か
に
克
え
る
。
だ
が
、
王
弼
の

言
論
は
必
ず
し
も
単
純
な
「
一
一
一
一
口
不
尽
意
」
と
は
断
定
で
き
な
い
と
思

(
災
)

わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
土
弼
は
『
周
易
略
例
』
明
象
篇
に
お
い
て
、

「
一
一
一
一
口
」
と
「
意
」
と
を
直
接
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
関
に

(
お
)

「
象
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
、
「
意
」
に
到
達
す
る
た
め
に
一
一
一
一
口
誌
で

は
な
い
方
法
(
一
一
言
語
以
外
の
方
法
)
を
持
ち
込
み
、
そ
れ
に
よ
る

「
尽
意
」
を
述
べ
る
か
ら
で
あ
る
。

失
れ
象
と
は
、
意
を
出
だ
す
者
な
り
。
言
と
は
、
象
を
明
ら

む
る
者
な
り
。
意
を
尽
く
す
は
象
に
若
く
莫
く
、
象
を
尽
く
す

は
一
一
一
一
口
に
若
く
莫
し
。
一
一
一
一
口
は
象
に
生
ず
る
が
故
に
、
一
一
一
一
口
を
尋
ね
て

以
て
象
を
観
る
べ
し
。
象
は
意
に
生
ず
る
が
故
に
、
象
を
一
尋
ね

て
以
て
意
を
観
る
べ
し
。
意
は
象
を
以
て
尽
き
、
象
は
一
一
一
一
口
を
以

忠りら，
H
M

て
著
る
。
(
夫
象
者
、
出
意
者
也
。
二
一
一
口
者
、
明
象
者
也
。
尽
意

莫
若
象
、
尽
象
莫
若
一
一
=
口
。
言
生
於
象
、
故
可
尋
言
以
観
象
。
象

(
叫
叫
)

生
於
意
、
故
可
尋
象
以
観
意
。
意
以
象
尽
、
象
以
一
一
患
者
。
)

何
回
安
・
欧
揚
建
が
い
ず
れ
も
「
長
一
♂
と
よ
思
」
を
直
接
的
に
対
応

さ
せ
て
い
た
の
に
対
し
、
王
弼
は
「
ニ
一
一
口
」
と
「
意
」
と
を
直
接
結
び

つ
け
ず
、
「
象
」
を
導
入
し
、
一
一
言
1

象
i

意
の
三
者
の
関
係
と
す
る
。

各
々
は
「
意
」
が
「
象
」
を
、
「
象
」
が
「
一
一
一
一
口
」
を
生
ず
る
存
在
論

的
階
屠
を
な
し
、
一
方
で
そ
の
序
列
を
遡
行
す
る
認
識
論
上
の
手

へ
門
出
}

段
・
目
的
関
係
を
形
成
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

J
F
は
直
接
「
ニ
一
一
口
」

か
ら
で
は
な
く
、
「
象
」
か
ら
な
ら
ば
到
達
し
う
る
、
「
象
」
に
よ
る

な
ら
ば
「
尽
意
」
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
論
理
的
に
は
な

る
。
玉
弼
は
、
「
意
」
は
一
一
一
一
口
語
に
も
た
ら
し
て
語
り
得
る
も
の
と
は

し
な
か
っ
た
が
、
「
象
」
を
媒
介
に
一
部
す
こ
と
で
表
出
さ
れ
る
可
能

性
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
王
弼
は
そ
の
「
象
」

が
い
か
に
し
て

2
5
を
把
捉
し
う
る
と
見
て
い
た
の
か
。

故
に
一
一
一
一
口
と
は
象
を
明
ら
む
る
所
以
に
し
て
、
象
を
得
て
一
一
一
一
口
を

忘
る
。
象
と
は
意
を
存
す
る
所
以
に
し
て
、
意
を
得
て
象
を
忘

る
Q

錨
ほ
「
蹄
と
は
免
を
在
る
一
政
以
に
し
て
、
免
を
得
て
蹄
を

忘
れ
、
筆
と
は
魚
を
在
る
所
以
に
し
て
、
魚
を
得
て
笠
を
忘
る

る
」
が
ご
と
き
な
り
。
然
ら
ば
別
ち
、
ニ
一
一
口
と
は
象
の
蹄
な
り
。

象
と
は
意
の
箆
な
り
。
(
故
一
一
一
一
口
者
所
以
明
象
、
得
象
市
忘
一
一
言
。
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象
者
所
以
存
意
、
得
意
部
忘
象
。
猶
蹄
者
所
以
在
免
、
得
免
而

芯
蹄
、
筆
者
所
以
在
魚
、
得
魚
市
忘
紘
一
一
也
。
然
別
、
一
一
一
一
向
者
象
之

(
お
)

蹄
也
。
象
者
意
之
筆
也
。
)

(
山

ω)

王
弼
は
忠
一
社
子
』
答
蹄
の
故
事
を
踏
ま
え
て
、
一
言
i
象
i
意
関
係

を
答
蹄
の
方
法
に
擬
え
る
。
成
玄
英
疏
に
よ
れ
ば
「
伎
と
は
「
魚
待
」
、

魚
を
一
能
い
捕
ら
え
る
縫
で
あ
り
、
「
締
」
は
「
免
間
島
、
「
免
掠
」
、
免

の
州
仰
を
引
っ
掛
け
る
漢
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
無
隈
に
流
れ
ゆ
く
川
の

流
れ
の
中
か
ら
魚
を
次
第
に
築
に
追
い
込
ん
で
ゆ
く
よ
う
に
、
そ
し

て
広
大
な
野
原
の
中
で
免
を
追
い
込
ん
で
捕
捉
す
る
よ
う
に
、
王
弼

は

Z
U平
J
b

の
論
理
に
依
拠
し
、

S
E
l
l
-語
る
・
「
象
」

1

1

一不

す
と
い
う
こ
段
階
の
絞
り
込
み
の
手
段
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
意
」
は
徹
底
的
に
追
い
込
み
う
る
し
、
つ
い
に
は
絡
め
取
っ
て
捕

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
象
」
の
導
入
に

よ
り
、
「
意
」
の
尽
く
さ
れ
る
可
能
性
を
高
く
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
王
抑
制
は
こ
の
よ
う
に
し
て
「
意
」
に
次
第
に
肉
迫
し
、
最

終
的
に
は
尽
く
し
得
る
と
見
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
後
、

「一一一
5
・
「
象
」
を
経
て
「
意
」
、
が
尽
く
さ
れ
た
の
な
ら
、
「
一
一
一
一
口
」
・
「
象
」

を
忘
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
披
は
そ
れ
に
続
く
一
節
に
お
い
て
、
さ

ら
に
手
段
の
忘
却
こ
そ
が
目
的
の
獲
得
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

ル
ヤ
と

是
の
故
に
一
一
一
一
向
に
存
ま
る
者
は
、
象
を
得
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。

象
に
存
ま
る
者
は
、
意
を
得
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
象
は
意
に

生
じ
て
、
象
に
存
ま
れ
ば
別
ち
、
存
ま
る
所
の
者
は
乃
ち
其
の

象
に
非
ざ
る
な
り

β

一
一
一
一
口
は
象
に
生
じ
て
、
一
士
一
向
に
存
ま
れ
ば
別
ち
、

存
ま
る
所
の
者
は
乃
ち
其
の
一
一
一
一
口
に
非
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
、

象
を
忘
る
る
者
は
乃
ち
意
を
得
る
者
な
り
。
ヰ
一
一
口
を
忘
る
る
者
は

乃
ち
象
を
得
る
者
な
り
。
意
を
得
る
は
象
を
忘
る
る
に
在
り
、

象
を
得
る
は
一
一
一
一
口
を
忘
る
る
に
在
り
。
(
是
故
存
言
者
、
非
得
象

者
也
。
存
象
者
、
非
得
意
者
也
。
象
生
於
意
市
存
象
駕
、
別
別
所

存
者
乃
非
其
象
也
。
Z

一
一
口
生
於
象
市
存
一
一
一
一
口
駕
、
刻
所
存
者
乃
非
其

ニ
一
一
口
也
。
然
剤
、
忘
象
者
乃
得
意
者
迎
。
忘
言
者
乃
得
象
者
也
。

(ω) 

得
意
在
忘
象
、
得
象
在
忘
ニ
一
一
口
。
)

三
一
口
」
に
止
ま
る
限
り
「
象
」
に
到
達
で
き
ず
、
「
象
」
に
止
ま
る

限
り
「
意
」
に
到
達
で
き
な
い
。
王
弼
は
「
意
」
か
ら
生
じ
た
「
象
」

で
あ
っ
て
も
「
止
ま
る
と
こ
ろ
の
象
は
意
の
象
で
は
な
い
」
と
し
、

「
象
」
か
ら
生
じ
た
「
一
一
一
一
口
」
で
あ
っ
て
も
「
止
ま
る
と
こ
ろ
の
言
は

象
の
一
一
一
一
口
で
は
な
い
」
と
す
る
。
だ
か
ら
「
忘
象
」
す
る
こ
と
こ
そ
が

「
得
意
」
で
あ
り
、
同
様
に
「
亡
世
一
一
一
口
」
す
る
こ
と
を
「
得
象
」
と
す
る
。

こ
の
、
手
段
の
忘
却
を
目
的
の
獲
得
と
す
る
王
弼
の
行
論
に
つ
い
て

は
、
従
来
、
論
理
が
破
綻
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

(
H
1
)
 

き
た
。
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
王
弼
に
と
っ
て
こ
の
転
回
は
む
し
ろ
不

可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
以
下
の
理

由
に
よ
る
。
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何
嬰
や
欧
陽
建
と
異
な
り
、
王
弼
は
「
意
」
と
直
接
結
び
つ
く
も

の
と
し
て
「
象
」
を
導
入
し
た
。
「
象
」
は
「
尽
意
」
へ
の
直
接
的

手
段
で
あ
る
。
一
一
一
一
同
誌
に
も
た
ら
し
て
語
り
得
な
い
、
語
る
こ
と
を
超

え
た
領
域
に
あ
る
「
意
」
に
対
し
て
王
弼
は
、
「
象
」
を
介
在
さ
せ

る
こ
と
で
示
し
得
る
と
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
き

た
主
弼
の
論
理
自
体
は
、
一
一
一
一
口
語
に
も
た
ら
し
て
語
り
得
な
い
「
意
」

に
つ
い
て
諮
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
王
弼
は
こ

の
磁
路
を
脱
却
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
行
っ
て
き
た
一
一
言
語
の
行
為

さ
え
も
棄
て
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
「
忘
象
」
を
「
得
意
」
、
「
志
一
一
一
一
口
」
を
「
得
象
」
と
す
る
の
は
、

そ
の
意
味
で
は
そ
れ
ま
で
に
登
り
つ
め
た
論
理
的
措
梯
を
破
棄
す
る

こ
と
で
あ
る
。
王
弼
の
「
意
」
は
、
自
ら
の
論
理
を
も
無
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
「
意
」
そ
れ
自
体
と
し
て

定
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

-'同・
/¥. 

「
一
一
一
一
口
尽
意
」
、
「
一
一
一
一
口
不
尽
意
」
と
い
う
命
題
は
相
対
立
す
る
。
し
か
し
、

税
晋
玄
学
の
一
一
一
一
口
尽
意
・
一
一
=
悶
不
尽
意
問
題
は
会
話
的
に
対
立
す
る
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
問
題
を
共
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
形

而
上
学
を
背
景
に
、
}
一
一
一
口
諮
問
を
超
越
す
る
形
市
上
者
と
そ
れ
に
結
び
つ

く
翠
人
の
に
つ
い
て
、
我
々
が
い
か
に
し
て
把
捉
し
う
る
か

と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
何
回
安
の
儒
道
を
総
合
的
に
捉
え
る
立
場
は
、

聖
人
の
よ
さ
を
「
道
」
に
重
ね
、
そ
れ
ゆ
え
「
一
一
一
一
口
不
尽
意
」
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
王
弼
・
欽
陽
建
は
い
ず
れ
も
「
尽
意
」
の
可

能
性
を
模
索
し
て
い
た
。
そ
の
上
に
両
者
の
対
比
が
成
立
す
る
。
欧

楊
建
一
の
認
識
論
は
、
対
象
が
一
一
一
一
口
語
以
前
に
直
接
心
に
与
え
ら
れ
る
と

し
、
そ
の
所
与
と
し
て
の
知
に
対
し
て
、
言
語
は
付
槌
的
な
が
ら
も

そ
れ
に
到
達
し
、
言
語
と
対
象
が
一
致
す
る
と
し
て
い
た
。
一
方
、

玉
弼
は
一
一
一
一
口
語
に
よ
っ
て
到
達
し
得
な
い
聖
人
の
「
点
差
に
肉
迫
す
る

方
法
と
し
て
、
「
象
」
を
提
出
し
た
。
言
語
で
語
り
尽
く
せ
な
い

「
意
」
に
つ
い
て
、
「
象
」
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
、
尽

く
し
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
王
弼
は
一
一
一
塁
間
を
超

え
る
知
の
可
能
性
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
を
語
る
自
ら
の
一
一
言
語
を
も
あ
え
て
棄
て
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
保
全
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
ほ
か

は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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注
(1)
一
一
一
一
口
尽
意
・
一
一
一
一
口
不
尽
意
問
題
は
『
潟
易
』
繋
辞
上
伝
の
以
下
の
一
言
を

直
接
の
典
故
と
し
、
一
一
一
一
口
組
問
と
聖
人
の

J
S
と
の
間
阿
部
を
問
題
と
す

る。

子
日
く

一
一
討
を
尽
く
さ
ず
、
一
一
一
一
口
は
意
を
尽
く
さ
ず
。



然
ら
ば
則
ち
聖
人
の
窓
は
、
其
れ
見
る
べ
か
ら
ざ
る
か
」
と
。

(
子
日
、
書
不
尽
言
、
一
一
一
一
口
不
尽
意
。
然
則
襲
人
之
意
、
其
不
可

児
乎
。
)

(2)
『
批
説
新
諮
問
』
文
学
篇
に
よ
る
と
、
こ
の
議
論
は
税
者
玄
学
の
「
一
一
一

理
」
の
一
つ
に
位
寵
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

間
一
五
ふ
、
主
丞
相
、
江
左
を
過
り
て
よ
り
、
止
だ
「
声
無
哀

楽
」
、
「
養
生
一
」
、
「
一
一
一
一
口
尽
意
」
の
一
一
一
躍
を
道
ふ
の
み
。
然
し
て
宛

転
す
れ
ど
も
生
に
関
し
て
は
入
ら
ざ
る
所
無
し
。
(
出
去
、
王

丞
相
過
江
左
、
止
道
声
無
哀
楽
、
養
生
、
且
一
一
向
尽
一
意
三
盟
而
己
。

然
宛
転
関
生
無
所
不
λ
。)

(3)
こ
の
よ
う
な
思
想
史
的
理
解
は
蜂
屡
邦
夫
「
一
一
一
一
口
尽
意
論
と
言
不
尽

意
論
」
(
明
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
器
、

5
∞同

)
8・
H
S
l
E
0・に

代
表
さ
れ
る
。

(4)
蜂
慶
一
邦
夫
前
掲
論
文
匂
・
ご
印

(
5
)
堀
池
信
夫
『
漢
貌
思
想
史
研
究
』
(
明
治
書
授
、

H
C
∞
∞
)
勺
・
怠
O

(6)
中
島
降
博
司
残
郷
市
川
の
中
国
哲
学
一
一
一
一
口
語
と
政
治
』
(
東
京
大
学
出
版

人
以
官
、

N
O
O
斗
)
句
。
.
∞
ヤ
ω
む・

(
7
)
加
賀
栄
治
『
中
国
吉
典
解
釈
史
(
説
普
篇
)
』
(
動
車
寄
一
房
、

Z
E
)
毛
-E153ω
∞
ム
む
・
お
よ
び
加
賀
栄
治
「
貌
晋
玄
学
の
推
移

と
そ
の
実
相
(
l
)
」
(
『
人
文
論
究

h
S、
H
U
印∞

)
3・
ωムム
ω・

(8)
堀
地
信
夫
前
掲
害
容
-
h
H
N
G
ム
ωφ

(9)
『
説
文
解
字
註
b

、巻一一…上、一一一一口部

(
叩
)
間
前

(
日
)
段
玉
裁
は

項
に
以
下
の
よ
う
に
注
を
施
し
て
い
る

D

「
大
雅
」
毛
信
に
日
く
、
「
直
一
一
一
一
閃
す
る
を
一
一
一
一
口
と
臼
ひ
、
論
難
す

る
を
諾
と
日
一
ふ
」
と
。
「
論
」
、
「
正
義
」
は
「
苔
」
に
作
る
。
鄭
、

「
大
弓
楽
」
に
注
し
て
日
く
、
「
川
崎
を
発
す
る
を
一
一
一
一
口
と
日
ひ
、
苔

難
す
る
を
詩
と
日
ふ
」
と
。
「
雑
記
」
に
註
し
て
臼
く
、
「
一
一
一
一
口
は

己
の
事
を
一
一
一
一
口
ひ
、
人
の
為
に
説
く
を
語
と
為
す
」
と
。
按
ず
る

に
一
一
一
注
の
大
略
は
相
ひ
同
じ
と
。
(
大
雅
毛
伝
田
、
直
一
一
一
一
口
日
早
一
一
問
、

論
難
日
語
。
論
正
義
作
苔
。
鄭
一
任
大
同
町
楽
日
、
発
端
田
一
一
一
一
口
、
苔

難
日
語
。
註
雑
記
臼
、
一
一
昌
一
一
一
一
口
己
事
、
為
人
説
為
語
。
按
三
在
大

略
晴
可
。

J

t
i
l
l
、

ま
た
、
「
訪
問
」
項
の
段
控
は
以
下
の
通
り
。

此
れ
郎
ち
毛
'
鄭
の
説
な
り
。
「
語
」
と
は
「
御
用
」
な
り
。
毛

説
の
如
け
れ
ば
、
一
人
是
非
を
弁
論
す
る
こ
と
、
之
を
認
と
謂

ひ
、
鄭
説
の
如
け
れ
ば
、
人
と
相
ひ
答
問
弁
難
す
る
こ
と
、
之

を
一
語
と
謂
ふ
な
り
。
(
此
即
毛
鄭
説
也
。
語
者
禦
也
。
如
毛
説
、

一
人
弁
論
是
非
、
謂
之
語
。
如
鄭
説
、
与
人
相
答
問
弁
難
、
謂

之
語
。
)

(
ロ
)
『
説
文
解
字
注
』
、
巻
十
下
、
心
部

(
日
)
『
釈
令
官
』
、
巻
由
、
釈
一
一
一
一
口
語

(
日
)
開
門
前

(
日
)
明
広
韻
』
「
一
廿
一
口
」
に
「
諮
問
軒
の
切
。
一
一
言
語
な
り
。
司
釈
名
』
に
臼
く
、

「
一
一
一
一
口
は
宣
な
り
。
彼
此
の
窓
を
室
、
ぶ
る
な
り
」
と
。
(
詩
軒
切
。
一
一
一
一
口
語

也
。
釈
名
日
、
一
一
一
一
口
富
一
也
。
室
彼
之
意
也
。
)
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
釈
名
』

の
解
釈
は
後
世
に
継
承
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。

(
日
)
こ
う
し
た
区
別
は
後
世
に
継
承
さ
れ
る
。
『
玉
篇
』
で
は
「
ニ
一
一
口
」
を

(37) 



以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

魚
縫
の
切
。
一
一
一
一
口
辞
な
り
。
間
ふ
な
り
。
(
魚
礎
切
。
一
言
辞
也
。

開
也
。
)

こ
れ
は
『
磁
雅
』
の
「
話
・
猷
・
載
・
行
・
款
は
一
一
一
一
口
な
り
。
(
話
猷

殺
行
社
一
一
一
一
間
也
。
)
」
の
疏
に
「
清
一
一
一
一
同
辞
を
謂
ふ
な
り
(
皆
抑
制
言
辞
也
。
)
」

と
見
え
、
ま
た
「
訊
は
言
な
り
。
(
訊
、
一
一
一
一
向
也
。
)
」
の
詑
に
「
棺
ひ
間

新
す
(
相
問
訊
。
)
」
と
あ
る
よ
う
に
、
後
世
に
継
承
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
万
ふ
れ
…
篇
』
「
組
問
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

魚
巨
の
切
。
言
説
な
り
。
(
魚
箆
切
っ
一
一
一
一
口
説
出
。
)

(η)
同
釈
名
』
、
巻
問
、
釈
一
一
一
一
同
誌

(
出
)
福
永
光
司
「
何
嬰
の
立
場
1
1
そ
の
学
問
と
政
治
理
念
l
i」
(
『
愛

知
学
芸
大
学
研
究
報
告
』

J

司、

sm∞
)
毛
・
寸
iu・
は
司
論
語
集
解
』

の
特
徴
を
「
人
倫
道
徳
の
警
と
し
て
の
『
論
一
訪
問
』
の
形
市
土
学
的
被

拠
づ
け
」
・
「
鮪
易
な
る
世
界
、
単
純
な
る
理
法
に
対
す
る
関
心
」
・
「
統

一
と
綜
合
へ
の
意
欲
」
の
一
一
一
点
に
分
類
す
る
。
ま
た
、
謡
口
明
「
明
論

詩
集
解
』
中
の
何
委
設
と
玉
弼
の
明
論
語
釈
疑
』
に
毘
る
思
想
の
特

一
質
」
(
『
文
教
大
学
文
学
部
紀
袈
』
む
1
N
、
】
む
む
岱
)
匂
・
ご
印
は
「
典
籍

の
的
確
な
訓
話
注
釈
・
思
惣
的
な
解
明
よ
り
は
、
現
実
の
あ
ら
ゆ
る

現
象
・
思
想
を
融
合
・
折
衷
す
る
こ
と
い
に
、
王
限
を
置
く
と
し
、
波

越
川
護
措
「
浮
き
草
の
費
公
子
何
嬰
」
(
『
大
久
保
隆
郎
教
授
退
官
口
記

念
漢
惑
と
は
何
か
』
、
東
方
審
府
、

ω
O
O
H
一
的
収
)
勺
・
ω
包
は
「
犠

教
を
自
己
の
文
化
の
根
底
と
し
て
身
体
化
し
た
上
で
老
荘
を
諮
る
何

嬰
の
思
想
は
、
諸
子
百
家
期
の
老
子
・
荘
子
と
は
異
な
り
、
儒
教
に

対
す
る
攻
撃
性
を
本
来
的
に
有
し
て
い
な
い
」
と
す
る
。

(
m
w
)

明
論
語
集
解
』
、
述
部

(
却
)
何
回
安
は
「
徳
」
に
つ
い
て
「
拠
は
杖
な
り
。
徳
は
形
を
成
す
有
る

が
故
に
拠
る
べ
し
。
(
拠
、
杖
也
。
徳
有
成
形
、
故
可
拠
。
)
」
、
「
仁
」

に
つ
い
て
「
依
は
情
な
り
。
仁
と
は
功
、
人
に
施
す
。
故
に
侍
る
べ

し
。
(
依
、
侍
世
。
仁
者
功
施
於
人
、
故
可
侍
。
)
」
、
「
芸
」
に
つ
い
て

「
芸
と
は
六
芸
な
り
。
拠
依
す
る
に
足
ら
ざ
る
が
故
に
「
遊
」
と
日
ふ

な
り
。
(
芸
、
六
芸
也
。
不
足
拠
依
、
故
国
遊
也
。
)
」
と
述
べ
、
こ
の

三
者
と
「
道
」
と
は
水
準
の
異
な
る
も
の
と
み
て
い
る
。

(
幻
)
『
列
子
』
、
仲
尼
篇
詑
引
、
何
曇

a…名
論
』

(
泣
)
流
パ
子
』
、
天
瑞
篇
注
引
、
何
委
『
道
論
』

(
お
)
『
列
子
h

、
仲
足
篇
注
引
、
何
嬰
『
無
名
論
』

(
川
仇
己
司
論
語
集
解
』
、
子
一
平

(
お
)
張
港
、
が
『
無
名
論
』
に
後
続
し
て
引
用
す
る
「
夏
侯
玄
白
:
・
:
・
」

と
い
う
文
章
が
明
無
名
論
』
と
別
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
『
無
名
論
』

中
で
伺
嬰
が
夏
侯
玄
の
発
.
一
一
一
口
を
引
用
し
た
も
の
か
、
そ
う
で
あ
れ
ば

ど
こ
ま
で
が
夏
侯
玄
の
発
言
か
、
定
説
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
論

で
は
当
該
箆
一
市
を
「
司
無
名
論
h

に
連
続
す
る
文
章
」
と
呼
称
す
る
。

当
該
簡
一
昨
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
は
室
谷
邦
行
「
何
曇
の
論
理
の

基
礎
構
造
i
j
『
選
論
』
内
無
名
論
』
に
基
づ
い
て
l

l」
(
『
中
国
哲

学
』
虫
、

S
U
S
E
-
∞凶
Bωqが
あ
る
。

(
お
)
明
列
子
b

、
仲
尼
篇
注

(
幻
)
欧
間
朗
建
「
一
一
一
一
回
尽
意
論
」
に
は
、
当
時
の
「
一
一
一
一
口
不
尽
意
」
の
箆
勢
に

つ
い
て
の
記
述
が
見
え
る
。

世
の
論
ず
る
者
、
一
一
一
一
口
は
意
を
尽
く
さ
ず
と
以
為
る
こ
と
、
出
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来
は
尚
し
。
適
才
・
達
識
に
至
る
も
、
成
以
て
然
り
と
為
す
。

夫
の
蒋
公
の
昨
日
チ
を
論
じ
、
鍾
・
侍
の
才
牲
を
一
一
一
一
口
ふ
が
若
き
は
、

此
を
引
き
て
談
誌
を
為
さ
ざ
る
葵
し
。
(
世
之
論
者
、
以
為
早
一
一
口

不
尽
慈
、
由
来
尚
失
。
笠
子
適
才
達
識
、
成
以
為
然
。
若
夫
蒋

公
之
論
昨
子
、
鍾
博
之
一
一
一
一
同
才
性
、
英
一
小
引
此
為
談
証
。
)

(
お
)
『
芸
文
類
束
』
一
巻
十
九
、
人
部
一
一
一
ち
一
一
一
一
塁
間

(
却
)
「
一
一
一
一
口
尽
窓
論
」
の
前
段
に
お
い
て
欽
陽
建
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、

「
物
」
や
「
理
」
は
一
一
一
塁
間
を
介
す
る
こ
と
な
く
蓮
械
に
、
心
に
所
与
と

し
て
区
別
さ
れ
る
と
す
る
。

む

的

い

め

く

夫
れ
天
一
一
一
一
口
は
ず
し
て
四
時
行
る
。
護
人
一
一
一
一
口
は
ず
し
て
鑑
識
存

す
。
形
は
名
を
待
た
ず
し
て
方
向
己
に
著
ら
か
な
り
。
色
は
称

す
で

を
侠
た
ず
し
て
慰
問
臼
以
に
彰
ら
か
な
り
。
然
ら
ば
別
ち
名
の
物

に
於
け
る
や
施
す
者
無
き
な
り
。
一
一
一
一
口
の
斑
に
於
け
る
や
為
す
者

無
き
な
り
。
(
夫
天
不
一
一
一
一
問
、
市
四
時
行
一
掃
。
聖
人
不
言
、
一
出
鑑

識
存
駕
。
形
不
待
名
、
市
方
円
己
着
。
色
不
侠
称
、
百
周
一
…
白
以

彰
。
然
別
名
之
於
物
無
施
者
也
。
一
一
一
一
口
之
於
型
無
為
者
也
。
)

な
お
、
こ
の
欧
陽
建
の
行
論
は
何
円
安
『
道
論
』
の
以
下
の
文
を
踏

ま
え
て
い
る
。

員
方
、
形
を
一
得
る
は
此
れ
無
形
な
れ
ば
な
り
。
自
問
中
川
、
名
を

得
る
は
此
れ
無
名
な
れ
ば
な
り
。
(
員
方
得
形
市
此
無
形
。
自

黒
得
名
前
此
無
名
由
。
)

(
却
)
『
芸
文
類
繋
』
巻
十
九
、
人
部
三
、
一
言
語

(
お
)
『
老
子
道
徳
経
詑
』
、
第
一
章
詑

(
認
)
『
老
子
指
略
』
(
楼
宇
烈
司
王
弼
集
校
釈
』
、
中
華
害
賠
、
同
む
∞
O
)

(
お
)
間
前

(
お
)
『
周
易
路
側
b

に
つ
い
て
の
基
礎
的
検
討
に
は
加
賀
栄
治
前
掲
害
。
.

N
O
ω

お
よ
び
一
戸
田
豊
一
一
一
郎
「
王
締
嗣
周
易
略
例
考
」
(
明
広
島
大
学
文

学
部
紀
要
』
凶
ム
ム
、
一
む
白
山
)
毛

-ai斗

0
・
が
あ
る
。
加
賀
栄
治
は
『
周

易
略
例
』
明
象
議
を
「
い
わ
ば
易
解
釈
の
根
本
原
則
と
相
即
不
離
と

な
る
関
係
に
た
つ
解
釈
方
法
・
態
度
の
根
本
原
則
的
」
、
「
つ
ま
り
論
理

の
根
本
法
制
」
を
述
べ
る
と
し
、
戸
田
豊
三
郎
は
、
得
意
志
一
一
一
一
口
の
行

論
、
が
「
漢
易
象
数
の
学
へ
の
痛
烈
な
批
判
」
で
あ
り
、
「
若
い
純
絹
の

一
途
な
哲
学
的
態
度
、
が
、
漢
易
の
術
数
を
洗
搬
し
、
義
理
一
本
に
解

釈
を
進
め
た
趣
が
あ
る
」
と
す
る
。

(
お
)
『
周
目
的
』
の
文
脈
に
即
し
て
「
象
」
を
規
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

「
卦
象
」
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
『
間
易
』
繋
辞
下
伝
に
は

以
下
の
一
一
一
一
口
、
が
あ
り
、
「
象
」
、
が
似
像
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

是
の
故
に
、
易
と
は
象
な
り
。
象
な
る
者
は
像
な
り
。
(
是

故
、
易
者
象
也
。
象
也
者
像
也
。
)

ま
た
、
『
老
一
千
』
第
十
四
章
の
「
無
状
の
状
、
無
物
の
象
」
に
対

す
る
王
弼
註
は
「
無
と
一
一
一
一
口
は
ん
と
欲
す
る
や
、
市
れ
ど
も
物
出
り
て

以
て
成
り
、
有
と
エ
一
一
口
は
ん
と
欲
す
る
や
、
市
れ
ど
も
其
の
形
を
見
ず
。

故
に
「
無
状
の
状
、
無
物
の
象
」
と
臼
ふ
な
り
。
(
欲
一
一
一
一
口
無
邪
、
市
物

自
以
成
。
欲
一
一
一
一
口
有
邪
、
市
不
完
其
形
。
故
田
「
無
状
之
状
、
無
物
之

象
」
世
。
)
」
と
あ
り
、
無
と
存
在
者
と
の
架
橋
的
役
割
な
果
た
す
何

ら
か
の
媛
妹
な
状
態
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
象
」

に
つ
い
て
は
辛
賢
「
「
象
」
の
淵
源
i
l
l
s日
と

よ

去

の

狭

間

1
1
2
」
(
司
大
阪
大
学
大
学
続
文
学
研
究
科
紀
要
』
h

呂、

ω
0
0
∞
)
参
者
。
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(
お
)
『
周
易
略
例
』
、
明
象

(
幻
)
山
田
史
生
『
様
沌
へ
の
視
座

i
i哲
学
と
し
て
の
華
厳
仏
教

1
1
1』
(
春
秋
社
、

S
C
C
)
h
y
ω
誌
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
往
還
の
関
係
」

と
指
摘
す
る
。

(
お
)
明
朗
易
略
例
』
、
明
象

(
m
w
)

明
荘
子
』
外
物
篇
に
見
る
以
下
の
話
柄
で
あ
る
。

萎
と
は
魚
を
在
る
所
以
に
し
て
、
魚
を
得
て
芸
を
忘
る
。
蹄

と
は
免
を
在
る
所
以
に
し
て
、
免
を
得
て
蹄
を
忘
る
。
一
一
一
一
口
と
は

意
を
在
る
所
以
に
し
て
、
意
を
得
て
一
一
一
一
日
を
忘
る
。
吾
安
く
ん
ぞ

夫
の
忘
一
一
一
日
の
人
を
得
て
、
之
と
与
に
一
一
一
一
口
は
ん
や
。
(
芸
者
一
的
以

在
魚
、
得
魚
市
忘
芸
。
締
者
所
以
在
免
、
得
免
市
忘
蹄
。
一
一
一
一
口
者

所
以
在
意
、
得
意
市
忘
一
一
言
。
五
口
安
得
失
忘
一
吉
之
人
、
市
与
之
一
一
一
一
口

裁
。
)

(ω)
『
周
易
略
例
』
、
明
象

(
引
)
殆
ど
の
先
行
研
究
は
当
該
錨
所
を
論
理
の
破
綻
と
し
て
把
捉
し
て

い
る
。
加
賀
栄
治
前
掲
書
℃

-
S∞
は
「
一
転
し
て
断
絶
す
る
」
と
し
、

蜂
屋
邦
夫
前
掲
論
文
匂
・

5
∞
は
「
能
弁
性
」
を
認
め
、
堀
池
信
夫
前

掲
世
…
問
。
・
ム
印
む
一
は
「
彼
の
論
理
は
、
さ
ら
に
突
進
し
て
、
つ
い
に
反
転

し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
言
い
、
山
田
史
生
前
掲
書
0

・
ω4ω
は
で
み

可
解
な
説
明
」
と
述
べ
る
。

(40) 

(
筑
波
大
学
大
学
院
)


